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較
─
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本
シ
リ
ー
ズ
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
大
阪
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家

─
そ
の
養
成
と
役
割
の
国
際
比
較
─
」
の
基
調
報
告
及
び
報
告
を
も
と
に
、
研
究
論
文
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
公
表
を
行
っ
て
い
く

も
の
で
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
後
記
の
科
研
に
基
づ
く
研
究
成
果
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、

本
シ
リ
ー
ズ
第
一
回
目
の
紹
介
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
幸
い
で
あ
る
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
法
曹
あ
る
い
は
法
学
的
知
識
と
素
養
を
備
え
た
者
が
公
的
部
門
に
お
い
て
活
躍
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
実
務
修
習
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
現
在
、
彼
ら
が
公
的
部
門
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
・
役
割
を
占
め
て
お
り
、

今
後
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
う
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
国
際
比

較
が
行
わ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
報
告
で
は
、
こ
の
課
題
に
照
ら
し
た
四
カ
国
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
が
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

科
研
研
究
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
実
地
調
査
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
基

調
報
告
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
と
第
二
回
に
お
い
て
公
表
済
み
で
あ
り
、

科
研
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
立
命
館
大
学
法
科
大
学
院
の
北
村
和
生
教
授
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
実
地
調
査
報
告
は
第
三
回
に
お
い

て
公
表
済
み
で
あ
る
。
今
回
公
表
す
る
の
は
、
科
研
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
同
志
社
大
学
の
佐
伯
彰
洋
教
授
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の

実
地
調
査
報
告
と
東
北
学
院
大
学
の
佐
藤
英
世
教
授
に
よ
る
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
実
地
調
査
報
告
で
あ
る
。
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本
研
究
の
対
象
四
カ
国
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
本
シ
リ
ー
ズ
第
一
回
で
述
べ
た
こ
と
が
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
第
二

回
で
述
べ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
。
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
は
、
法
曹
資
格
を
有
す
る
者
が
そ
の
ま
ま
裁
判
官
、
検
察
官
、

弁
護
士
、
行
政
官
に
な
り
得
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
法
曹
一
元
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
法
学
部
と
は
異
な
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
法
曹
養
成
教
育
が
行
わ
れ
、
司
法
試
験
受
験
前
に
エ
ク
ス
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
行
わ
れ

る
一
方
で
、
司
法
試
験
後
の
修
習
は
な
い
。
対
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
法
学
部
に
お
い
て
法
曹
養
成
教
育
が
行
わ
れ
、
法
学
部
在

学
中
の
実
務
実
習
と
第
一
次
国
家
試
験
と
第
二
次
国
家
試
験
の
間
の
司
法
修
習
と
い
う
二
段
階
の
実
務
修
習
が
行
わ
れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
は
、
日
本
と
異
な
り
、
公
的
部
門
に
お
い
て
数
多
く
の
法
曹
が
活
躍
す
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
法
曹
養
成
課
程
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
公
的
部
門
に
お
い
て
、
法
曹
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
か
を
解
説
す
る
両
教
授
の
実
証
的
な
調
査
報
告
は
、
わ
が
国
の
状
況
と
の
比
較
と
し
て
参
考
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

で
あ
ろ
う
。

高
橋
明
男
「
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家
─
そ
の
養
成
と
役
割
の
国
際
比
較
─
（
一
）」
阪
法
六
三
巻
一
号
二
一
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ラ
バ
ー
ズ
（
佐
伯
彰
洋
／
訳
）「
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
公
共
部
門
に
お
け
る
弁
護
士
養
成
の
ア
プ
ロ
ー

チ
」
阪
法
六
三
巻
一
号
二
一
五
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
ヤ
ン･

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク･

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
（
高
橋
明
男
／
訳
）「
法
曹
優
位
と
専
門
化

傾
向
の
間
で
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
法
曹
─
」
阪
法
六
三
巻
二
号
三
九
九
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
浦
中
千
佳
央｢

フ
ラ
ン
ス
公
的
部
門
に
お

け
る
職
員
採
用
と
法
律
分
野
で
の
そ
の
養
成｣

阪
法
六
三
巻
二
号
四
二
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
日
本
に
つ
い
て
の
早
稲
田
大
学
法
科
大

学
院
の
宮
川
成
雄
教
授
報
告
は
、
シ
リ
ー
ズ
最
終
回
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

北
村
和
生
「
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家
─
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
養
成
と
役
割
─
」
阪
法
六
三
巻
五
号
二
八
七
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

高
橋
・
前
掲
（
注
1
）
二
一
四
頁
、
高
橋
明
男
「
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家
（
二
）
─
そ
の
養
成
と
役
割
の
国
際
比
較
─
」
阪
法

六
三
巻
二
号
六
五
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

※
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
））「
諸
外
国
の
法
曹
養
成
と
官
庁
・
自
治
体
実
務
修
習
の
関

連
づ
け
の
調
査
と
法
科
大
学
院
へ
の
応
用
可
能
性
」（
研
究
代
表
者　

高
橋
明
男
）
の
成
果
で
あ
る
。
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